
前橋市

問　い　合　わ　せ

　各種補助を受けるための手続きや申請書の書式などは、各補助制度によって異なりますので、

詳細は担当各所にご確認ください。

　前橋市の補助制度については、前橋市ホームページからも手続きの確認や申請書のダウンロー

ドを行うことができます。
ご注意ください！
市では、電話や訪問によるリフォームの委託・勧誘は一切行っていません。

補助制度の名称等

担当課

電話番号

1 木造住宅耐震診断者派遣事業

建築指導課

027-898-6752

2 木造住宅耐震改修費補助事業

建築指導課

027-898-6752

3 耐震・エコ・子育て住宅改修支援事業

建築住宅課

027-898-6834

4 高齢者住宅改造費補助

介護保険室

027-898-6157

5 重度身体障害者（児）日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具) 障害福祉課

027-220-5711

6 重度身体障害者（児）住宅改造費補助

障害福祉課

027-220-5711

前橋市：住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
環境政策課

027-898-6292

7 群馬県：住宅用太陽光発電設備等設置推進費補助金
群馬県環境サポートセンター 027-223-1215

国（J-PEC）：住宅用太陽光発電システム導入支援補助金 太陽光発電普及拡大センター（J-PEC） 043-239-6200

8 住宅用高効率給湯器設置費補助事業

環境政策課

027-898-6292

9 高度処理型合併処理浄化槽設置整備費補助事業
下水道整備課

027-898-3074

10 公共下水道接続促進補助金

下水道整備課

027-898-3074

公共下水道接続奨励工事

下水道整備課

027-898-3074

11 農業集落排水処理施設接続費用補助金

農村整備課

027-898-6714

農業集落排水処理施設接続奨励制度

農村整備課

027-898-6714

12 前橋市生垣づくり奨励金交付事業

公園緑地課

027-898-6842

13 ぐんまの木で家づくり支援事業

群馬県環境森林部林業振興課 027-226-3241

14 生活道路後退用地整備事業

建築指導課

027-898-6752

15 固定資産税の減額申告

資産税課

027-898-6218

16 住宅借入金等特別控除・特定増改築等住宅借入金等特別控除 前橋税務署

027-224-4371（自動音声案内）

前橋市では、安全で安心して暮らせる

住まいづくりを推進するため、

さまざまな支援事業を行っています。

前橋市住宅補助制度のご案内

前橋市住宅補助制度のご案内
耐震・エコ・子育て

まずはしっかり、おうちの土台づくり

まずはしっかり、おうちの土台づくり

太陽光発電

新エネルギーで生活

新エネルギーで生活

生垣

緑豊かな暮らし
緑豊かな暮らし

浄化槽

きれいな水で快適な毎日

きれいな水で快適な毎日

手すり

高齢者も安心・安全

高齢者も安心・安全

平成24年度

県産材

地産地消で家づくり

地産地消で家づくり

工事のご相談は、近くの市内業者さんへ

＼皆さまの住まいづくりを支援／

会 社 名
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問い合わせは ④は　介護保険室　☎898―6157
 ⑤⑥は　障害福祉課　☎220―5711

問い合わせは ①②は　建築指導課　☎898―6752
 ③は　建築住宅課　☎898―6834

問い合わせは ⑪⑫は　下水道整備課　☎898―3074
 ⑬は　　農村整備課　☎898―6714

問い合わせは 環境政策課　☎898―6292

問い合わせは 公園緑地課　☎898―6842

①昭和56年５月31日以前に着工された木造住
宅を専門家が耐震診断。
診断費＝無料（交通費1,000円は自己負担）
②①の調査で耐震性が不足していると判断さ
れた住宅の耐震改修工事に補助金。
補助金＝工事費の３分の１（上限：耐震改修は
50万円。簡易耐震改修は25万円）
③耐震改修に併せた改修工事、壁や窓の断熱
性を高めるエコ改修工事、子育てに関する改
修工事に補助金。
補助金＝20万円以上かかる工事の費用の30％
（上限：耐震改修は50万円。エコ・子育て改
修は20万円）

⑪対象区域内における合併浄化槽の設置に補
助金。
補助金＝新設の場合、５人槽は10万円、７人
槽は15万円、10人槽は20万円。転換加算40
万円やエコ補助金10万円の加算があります。
⑫公共下水道区域内で、し尿浄化槽やくみ取
り便所を廃止して、公共下水道に接続する工
事に補助金や融資。
補助金＝供用開始告示後、３年以内は３万円。
１年以内は５万円
融資＝100万円以内（融資期間４年以内）
⑬農業集落排水処理区域内で、し尿浄化槽や
くみ取り便所を廃止して、農業集落排水に接
続する宅内排水設備工事に補助金や融資。
補助金＝工事費の20％（上限６万円）
融資＝100万円以内（融資期間４年以内）

④60歳以上の介護を必要とする人が行う、安
全、利便を配慮した家屋改造工事に補助金。（世
帯・所得要件あり）
補助金＝改造費の６分の５（上限50万円）
⑤重度身体障害者か障害児の移動などを円滑
にするために行う小規模な改修工事に補助金。
補助金＝住宅改造費（上限20万円）の７～９割
⑥重度身体障害者（児）が暮らす家の、玄関、
台所、浴室、便所などの改造工事に補助金。
補助金＝住宅改造費の６分の５（上限50万円）

⑦住宅用太陽光発電システムの設置に補助金。
補助金＝１kW当たり２万円（上限８万円）
⑧住宅用高効率給湯器（エコキュートなど）の
設置に補助金。
対象＝来年３月29日㈮までに設置工事を完了
し実績報告書を提出できる人、100件（抽選）
補助金＝１件当たり３万円
後期受付期間＝９月３日㈪～７日㈮

⑨道路に面した部分への生け垣づくりに補助
金。
補助金＝工事費の３分の２（上限８万円）。既
存の囲いを替える場合は加算あり（上限６万円）

安心な家にしたい衛生環境を良くしたい

人に優しい家にしたい

地球に優しい家にしたい

家に緑を増やしたい

問い合わせは 建築指導課　☎898―6752

⑩建築基準法に定められた道路後退部分を市
へ寄付や使用貸借する場合、無償で整備。さ
らに寄付の場合には奨励金。
奨励金＝後退部分の面積によって最大13万円

道路づくりに協力したい

問い合わせは
 ぐんま優良木材品質認証センター　☎266―8220

⑭県産材（ぐんま優良木材）を使った自宅の新
築やリフォームに補助金。
補助金＝〈構造材〉最大100万円〈内装材〉最大
15万円

群馬の木で家を建てたい

問い合わせは ⑮は　　資産税課　☎898―6218
 ⑯は　前橋税務署　☎224―4371

⑮既存の住宅に耐震改修・バリアフリー改修・
省エネ改修工事を行い、一定の要件を満たす
場合、固定資産税を減免。（工事完了後３カ月
以内の申請が必要）
⑯自己の居住の用に供する家屋に耐震改修工
事または、バリアフリー改修・省エネ改修工
事を行い、一定の要件を満たす場合、所得税
の税額控除。

税金でも優遇制度


